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研究成果の概要（和文）： 

いわゆる「要保護児童」に焦点をあてた子どもの貧困の態様からは、社会的養護を必要とす
る家族において、その家族形態の流動性という特徴が際立っていることが把握された。貧困化
と家族の解体が分かち難いものとして進行すると同時に、不安定な経済状況のなかで家族の再
形成が図られ、子どもにとっての生活基盤（社会関係を含む）の脆弱性と生活課題の複雑化が
強められる傾向が確認された。 
貧困化と孤立化が相互規定的に深まるプロセスにおいて、いかに早期に子ども・保護者（養

育者）の危機状況を発見し支援策を提供できるか、児童福祉という枠を超えた領域横断的なネ
ットワークの構築が必要である。同時に、「福祉の教育的機能」と「教育の福祉的機能」を強化
することを通じて、貧困の世代的再生産の予防的措置を講じることを提案した。 

 

研究成果の概要（英文）： 
The mobility of the family structure is the distinctive feature of families in need of 
social care.  The dissolution of families due to poverty is deepening the isolation of 
children.  The establishment of a cross-disciplinary network which transcends the 
frame of child welfare is necessary to pursue how early the critical situations of 
children and their guardians can be discovered, and how measures to support them 
can be provided. 
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１．研究開始当初の背景 

本研究は、いわゆる「要保護児童」の範疇

にある子どもの生活過程及び現在の生活環

境・家族環境について、「子どもの貧困」と

いう視角からアプローチするものである。 

「子どもの貧困」をめぐる国際的動向をみる

と、開発途上国の貧困への着目から先進工業

国における貧困の析出へと関心は深化し、国

際比較による検討が進められている。2009年

11 月には厚生労働省は「子どもがいる現役世

帯の世帯員の相対的貧困率」について公表し

たが、「大人が 2 人以上いる世帯」の世帯員
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は 10.2％、「大人が 1 人の世帯」の世帯員は

54.3％（2007年調査）であると示された。こ

のような実態を国際比較データからみると、

子どもがいる現役世帯で「大人が 1人の世帯」

の貧困率（2000年代半ば）は、OECD平均 30.8％

に対して日本は 58.7％であり、日本は 30 か

国中、最も貧困率が高いことがわかる。 

また、分担研究者の松本が国民生活基礎調

査（厚生労働省）を基に、生活保護基準に準

じて貧困線を設定して推計した結果では、

「未婚の子を含む世帯」全体の 15％、「ひと

り親世帯」の 38％が貧困線以下となり（2003

年）、かつ 10 年前と比して増加傾向にあり、

OECD の推計に近似した結果であった[松本：

2006]。近年、日本においては格差社会論に

端を発して、貧困・不平等に関する研究や議

論が興隆しているが、「子どもの貧困」への

認知や関心はいまだ低い。むしろ給食費未納

問題にみられるようにモラルの問題とみな

される傾向もあり、複雑な様相にある。 

このような時代状況から、児童・家族福祉

の領域においては、子ども・子育て世帯の現

実に即して「子どもの貧困」を可視化する研

究が必要とされている。本研究の対象は、貧

困の 2極化のひとつの核をなすと想定される

要保護児童である。要保護児童として施設入

所に至る子どもには、かねてより深刻な貧困

問題が横たわっており、現在でもその様相は

連続している。一部の自治体による調査や研

究者による知見では、虐待の背景要因として

「ひとり親」「経済的困難」など家族変動や

生活基盤の脆弱性が指摘されており[東京

都：2005]、この領域において「子どもの貧

困」の現代的態様を精査し、政策立案と支援

策の構築に寄与する研究が望まれている。し

かしながら、全国養護児童等実態調査など既

存の政府統計では、世帯の階層性や資源状況

など生活実態が把握できるデータは存在し

ない。また、近年では児童虐待の増加という

側面から養護系施設への注目が高まり、親の

養育能力が問題視されるなかで、生活基盤に

ある貧困は「みえない問題」となっている。 

 

２．研究の目的 

本研究は、「要保護児童」の範疇にある子

どもの生活過程及び現在の生活環境・家族環

境について、「子どもの貧困」という視角か

らアプローチするものである。施設入所を必

要とするに至った家族における「子どもの貧

困」の現代的態様とその生成過程を検討する

ことによって、貧困の世代的再生産の防止と

いう観点から、「子ども自身への支援」「親支

援」を包含する家族支援策の開発に寄与する

ことを目的とする。 

本研究では、第一に、要保護児童をめぐる

「子どもの貧困」の態様について、現代的貧

困が子どもの不利にどのように転化するの

か、その過程を明らかにする。第二に、貧困

のうちに「子ども期」を過ごすことの意味―

とりわけ「子どもの成長と発達」「社会的自

立」における不利を、子どもの生活世界から

把握する。これらをふまえ、第三に、貧困の

世代的再生産の防止を視野に入れた実態把

握のためのモデル的調査票の作成と「子ども

の貧困ガイドライン」の作成を目指す。 

 

３．研究の方法 

要保護児童の実態把握と政策立案に有効

なモデル調査の開発を目指して、まず、文献

レビュー（海外の文献を含む）、および関係

諸施設へのヒアリング調査を実施した。また、

これまでの既存の政府統計や施設統計につ

いて、どのような調査項目が設定され、かつ

変遷してきたのかを分析し、課題を整理した。

それらの知見をもとに、要保護児童の置かれ

ている現実について「現代の貧困」との関連

で実態把握を可能とするためのアンケート

調査を実施した。その成果をもとに、調査設

計そのものを再精査し、モデル的調査票の確

定と子どもの貧困ガイドラインに必要とさ

れる指標の検討を進めた。 

施設向けアンケート調査については、全国

の児童養護施設に対し、2009年度に入所した

すべての子どもについて、「施設入所に至る

家族資源の実相と貧困の態様」「施設入所を



 

 

必要とした背景」に焦点をあて、調査票への

回答を依頼した。なお、守秘義務と個人情報

保護の観点から、倫理的配慮を徹底し、実施

している。 

調査方法としては、各施設において 2009

年度に新規に児童養護施設に入所した児童 1

人につき 1枚のアンケート様式に記入する方

式を採用し、施設職員に回答を依頼した。 

調査票配布施設は 579 施設、回収数は 215

施設であった。そのうち 3施設は新規入所が

なかったため、有効回収数は 212、有効回収

率は 36.6％である。また、回答のあった 212

施設において 2009 年度に入所した児童総数

は 1861 人である。調査対象となった児童の

年齢構成別割合は、「0 歳以上 6 歳未満」912

人（49.0％）、「6 歳以上 12 歳未満」629 人

（33.8％）、「12 歳以上 15 歳未満」261 人

（14.0％）、「15 歳以上」44 人（2.4％）、「無

回答」15 人（0.8％）である。 

調査設計としては、第一群として養護問題

の基底にある家族の社会経済的状況を把握

するために、入所時の家族状況について、「家

族構成」「実（養）父母の学歴と雇用形態」「経

済状態」「虐待の種類」を尋ねた。 

第二群として、「養護問題発生理由」につ

いて、厚生労働省が実施している「養護児童

等実態調査」を参照し、「養護問題発生理由」

の項目について、複合的に捉える設問方法を

加えた。まず、現在の「養護施設等実態調査」

の選択肢をそのまま採用し、同調査と同様に

「おもな理由」をひとつ選ぶシングルアンサ

ー方式で回答してもらった（項目Ａ）。その

うえで、同様の選択肢について「施設入所に

至った状況としてあてはまるものすべて」に

○をつけてもらうマルチアンサー方式で回

答をする方式を採用した（項目Ｂ）。更に、「項

目Ｃ」として、「項目Ａ／Ｂ」では網羅され

ていない施設入所に至った状況について、

「借金・負債」「居住環境」「暴力」「親の障

害・疾病」「親の特記事項」「児童の特記事項」

を取り上げ、マルチアンサーで回答できる設

問群を用意した。また、施設職員の立場から

の「調査設計についての意見」を把握し、調

査票そのものの検討ができるよう工夫した。 

 

４．研究成果 

図表１は、「養護児童等実態調査」（厚生労

働省）で養護問題発生理由として把握されて

いる選択肢をもとに、1861 人の新規入所児童

につき回答された結果である。まず、シング

ルアンサーによる回答結果から上位 3項目を

みると、「母の放任・怠だ」226 人（12．1％）、

ついで「母の精神疾患」219 人（11.8％）、「父

の虐待・酷使」202 人（10.9％）となってい

る。更に「その他」177 人（9.5％）、「母の虐

待・酷使」165 人（8.9％）、「母の入院」122

人（6.6％）、「児童の問題による監護困難」

116人（6.2％）と続き、そのほかの項目につ

いては５％以下という結果であった。１％以

下であるものも 7項目あり、全般的に低位な

数値で分散している。本調査結果を「養護児

童等実態調査」（厚労省調査）の数値と比較

してみると、上位 2 位は同様である。厚労省

調査では 3位に「母の虐待・酷使」「その他」

が入ってきている。順位や数値は若干異なる

ものの、１％以下の項目もほぼ一致しており、

本調査結果は全国的な状況と近似している

といえる。 

では、同様の選択肢について、マルチアン

サーで回答してもらった結果はどうであろ

うか。当然のことながら全般的に数値は高く

なる一方、先に見た１％以下の項目のうち

「父の死亡」「父の行方不明」「父の入院」「棄

児」「両親の未婚」「父の精神疾患」は 0.9％

～4.9％と同様に低いままである。「父」のみ

を選択肢の主語にしている 4項目が低位でる

ことからは、父の死亡・行方不明・入院・精

神疾患などによる実質的な父役割の欠如は、

それ自体が養護問題発生理由として把握さ

れるよりも、その結果、母にどのような影響

が及ぼされたかによって把握される、という

ことが推察される。一方、「父の放任・怠だ」

は 2.0％（SA）から 10.2％（MA）に増加し、

「父の虐待・酷使」は 10.9％（SA）から 17.2％

（MA）に増加しており、マルチアンサーでは

虐待の態様がより現実に即して把握されて



 

 

いることがわかる。次に、「母」が主語にな

っている場合をみると、「母の死亡」は父と

同様にマルチアンサーでも低率であるもの

の、「母の入院」は 10.2％（SA:6.6％）、「母

の精神疾患」は 30.3％（SA:11.8％）とシン

グルアンサーよりも高くなっている。また、

虐待状況については、「母の放任・怠だ」は

シングルアンサーで 12.1％であったものが

30.7％（MA）に、「母の虐待・酷使」は 8.9％

（SA）から 21％（MA）と増加している。回答

全体でみても、マルチアンサーで 3 割を超え

るのは「母の放任・怠だ」「母の精神疾患」

の 2 項目であり、施設入所に至る背景には、

母の養育機能の不全が占める割合が高いこ

とが確認された。 

そのほかに、シングルアンサーに比べてマ

ルチアンサーが高くなっている項目をみる

と、「父母の離婚」が 3･8％（SA）から 26.2％

（MA）、「父母の不和」が 0.8％（SA）から 10.9％

（MA）、「養育拒否」が 3.7％（SA）から 13.9％

（MA）、「破産等の経済的理由」が 5.6％（SA）

から 15.9％（MA）と 10 ポイント以上増加し

ている。家族の経済基盤の不安定化は家族関

係の不安定化や家族の解体化と連動しやす

いことを鑑みると、これらの事象が養護問題

の発生にどのように媒介しているのか、家族

の生活基盤を踏まえたより構造化した把握

が必要であるといえるだろう。 

 

図表１ 養護問題発生理由 

SA回答 MA回答 
MA(%)-SA(%) 

n % n % 

父の死亡 4 0.2 20 1.1 0.9 

母の死亡 21 1.1 49 2.6 1.5 

父の行方不明 10 0.5 48 2.6 2.0 

母の行方不明 54 2.9 112 6.0 3.1 

父母の離婚 70 3.8 487 26.2 22.4 

両親の未婚 15 0.8 91 4.9 4.1 

父母の不和 14 0.8 202 10.9 10.1 

父の拘禁 25 1.3 83 4.5 3.1 

母の拘禁 70 3.8 101 5.4 1.7 

父の入院 16 0.9 28 1.5 0.6 

母の入院 122 6.6 189 10.2 3.6 

父の就労 47 2.5 150 8.1 5.5 

母の就労 44 2.4 175 9.4 7.0 

父の精神疾患 13 0.7 66 3.5 2.8 

母の精神疾患 219 11.8 563 30.3 18.5 

父の放任・怠だ 37 2.0 190 10.2 8.2 

母の放任・怠だ 226 12.1 571 30.7 18.5 

父の虐待・酷使 202 10.9 321 17.2 6.4 

母の虐待・酷使 165 8.9 391 21.0 12.1 

棄児 5 0.3 16 0.9 0.6 

養育拒否 68 3.7 258 13.9 10.2 

破産等の経済的

理由 
105 5.6 296 15.9 10.3 

児童の問題によ

る監護困難 
116 6.2 285 15.3 9.1 

その他 177 9.5 347 18.6 9.1 

不詳 3 0.2 3 0.2 0.0 

無回答 13 0.7 3 0.2 -0.5 

全体 1861 100.0 1861   

 

そこで、本調査で把握できた家族状況につ

いて整理していこう。入所時の家族構成をみ

ると、「両親家庭」は 501 人（26.9％）、「母

子家庭」766 人（41.2％）、「父子家庭」191

人（10.3％）であり、「両親ともいない」は

403 人（21.7％）であった。母子家庭が最も

多く、父子家庭と合わせると半数強がひとり

親家庭である。また、両親家庭のうち 291 人

（全体の 15.6％）は実父母による家庭であり、

残る 210 人（全体の 11.3％）は「実父と養母」

あるいは「養父と実母」からなる家庭である。

後者は家族の離別を経ていることを鑑みる

と、ひとり親家庭の経験率はかなり高くなる

ことがわかる。また、「両親のいな家庭」は、

「養護施設児童等実態調査」では｢いない｣

｢不明｣を合わせて 10.8％であり、本調査のほ

うが割合は高くなっている。その要因には、

乳児院など他施設からの措置変更の場合も

「両親はいない」に計上されているケースが

403人中 211 人いるためと考えられる。 

 次に、保護者の「学歴」「入所時の働き方」

「入所時の経済状態」をみていこう。ここで

留意しなければないことは、これらの項目に

ついては「不明」「無回答」の比率が高い点

である。不明・無回答を合わせた割合をみる

と、「父の学歴」では 74.1％、「母の学歴」

52.3％、「父の働き方」51.2％、「母の働き方」

22.3％、「入所時の経済状態」41.7％であっ

た。これらの項目は、児童相談所からの申送

り等の書式で確認できる場合がある一方、そ



 

 

もそも書式に記載はなく、かつ施設でも把握

していないゆえに施設職員が現状を認知し

ていないケースが多いと推察される。このよ

うに「不明」「無回答」の比率が高いため、

この項目のデータが回答者全体の傾向を十

分に反映しているかは留保が必要であるも

のの、学歴について整理したものが図表 2 で

ある。 

図表２ 父母の学歴構成 

実父(または養父)                                            実母（または養母）

ｎ % ｎ % ％ ％
中卒 133 7.1 264 14.2
中卒後専門学校 13 0.7 21 1.1
高校中退 72 3.9 171 9.2
高卒 206 11.1 347 18.6
高卒後専門学校 17 0.9 32 1.7
高専・短大卒 6 0.3 31 1.7
大学・大学院卒 35 1.9 21 1.1
不明 963 51.7 799 42.9

無回答 416 22.4 175 9.4

全体 1861 100.0 1861 100.0

学歴
7分類

不明・無回答
を除した全体

100.0% 100.0%

　実父(または養父)                                            実母（または養母） 学歴
3分類

中卒

高卒

高専･短大卒
以上

45.2% 51.4%

46.3% 42.7%

8.5% 5.9%

 

実父（または養父）の学歴は、「中学校卒」

45.2％、「高校卒」46.3％、「高等専門学校・

短大卒以上」8.5％であり、中卒と高卒が半

数弱とほぼ同率になっている。一方、実母（ま

たは養母）は、「中学校卒」51.4％、「高校卒」

42.7％、「高等専門学校・短大卒以上」5.9％

であり、父親の場合よりも中卒の割合が 6.2

ポイント高い。対象者の年齢階層は異なるた

めコーホート別に分析する必要があるが、概

して把握できた保護者の学歴構成は全国平

均より低いことが把握された。 

また、「入所時の経済状態」は、「生活保護

世帯」529人、「特別区民税または市町村税非

課税世帯(以下、非課税世帯)」117人、「課税

世帯」439人、「不明」653人、「無回答」123

人であった。「不明」「無回答」を除いた 1285

人を母集団として割合をみると、「生活保護

世帯」が 48.8％と最も多く、ついで「課税世

帯」が 40.5％、「非課税世帯」が 10.8％とな

る。ちなみに、全国の児童相談所の虐待相談

ケースを分析した調査結果を参照すると、

「生活保護世帯」12.8％、「非課税世帯」

11.7％、「課税世帯」34.4％、「不明」31.5％、

「無回答」9.6％であり、これを「不明｣｢無

回答｣を除いて比率をみると、「生活保護世

帯」21.7％、「非課税世帯」19.9％、「課税世

帯」58.4％である。「不明」「無回答」の比率

はほぼ同率である一方、本調査のほうが生活

保護世帯の比率が高い傾向が示されている。 

本調査では、入所時に児童虐待が確認され

ていたかどうかを把握している。その結果を

みると、「なんらかの虐待が確認されていた」

ケースは 1131 人（60.8％）、「確認されてい

なかった」ケースは 562 人（30.2％）、「無回

答」は 168 人（9.0％）である。確認されて

いたケースにつき虐待の種類について複数

回答で尋ねたところ、「ネグレクト」が最も

多く 675 人（確認されていたケースのうち

59.7％）、ついで「身体的虐待」442人（39.1％）、

「心理的虐待」227人（20.1％）、「性的虐待」

48 人（4.2％）となっている。図表１でみた

養護問題発生理由のシングルアンサーによ

る回答では、児童虐待に相当するとみなされ

る「放任・怠だ」「虐待・酷使」「棄児」「養

育拒否」を合わせてみると本調査では 37.9％、

厚生労働省調査では 33.1％といずれも 3割台

である。厚生労働省調査では、養護問題発生

理由とは別枠で被虐待経験を把握している

が、それによると「虐待経験があり」は 53.4％、

虐待の種類別の比率は本調査結果と近似し

ている。このようにみると、養護問題発生理

由では、実際に虐待があったとしても他の選

択肢が優先された場合には虐待関連の項目

にはあがってこないため、差異が大きくなる

ことが確認される。 

そこで、養護問題発生理由別に虐待の状況

を整理したものが図表３である。「放任・怠

だ」「虐待・酷使」「棄児」についてはほぼ 9

割が入所時に虐待が確認されているが、その

ほかの項目をみても虐待が確認されていた

ケースが広範に存在していることがわかる。

なお、発生理由ごとの母集団がそもそも小さ

い項目については比率のみで分析すること

には留保が必要である。 

 

 

 



 

 

図表３養護問題発生理由と虐待確認ケース比率 

父の死亡 2 50.0 12 60.0 10.0
母の死亡 8 38.1 16 32.7 -5.4
父の行方不明 3 30.0 25 52.1 22.1
母の行方不明 29 53.7 67 59.8 6.1
父母の離婚 18 25.7 269 55.2 29.5
両親の未婚 1 6.7 39 42.9 36.2
父母の不和 8 57.1 143 70.8 13.6
父の拘禁 7 28.0 48 57.8 29.8
母の拘禁 26 37.1 46 45.5 8.4
父の入院 3 18.8 12 42.9 24.1
母の入院 51 41.8 86 45.5 3.7
父の就労 12 25.5 65 43.3 17.8
母の就労 11 25.0 101 57.7 32.7
父の精神疾患 7 53.8 42 63.6 9.8
母の精神疾患 105 47.9 351 62.3 14.4
父の放任・怠だ 34 91.9 166 87.4 -4.5
母の放任・怠だ 206 91.2 490 85.8 -5.3
父の虐待・酷使 195 96.5 307 95.6 -0.9
母の虐待・酷使 161 97.6 383 98.0 0.4
棄児 4 80.0 14 87.5 7.5
養育拒否 43 63.2 177 68.6 5.4
破産等の経済的理由 34 32.4 156 52.7 20.3
児童の問題による監護困難 59 50.9 197 69.1 18.3
その他 93 52.5 196 56.5 3.9
不詳 0 0.0 0 0.0 0.0
無回答 11 84.6 0.0 -84.6
全体 1131 60.8 1131 60.8 0.0
　※「虐待確認ケース比率」は、図表２の「ＳＡ回答」「ＭＡ回答」の実数を母集団として算出

ＳＡ回答 ＭＡ回答

ＭＡ（％）－ＳＡ（％）虐待確認
ケース数

虐待確認
ケース比
率（％）

虐待確認
ケース数

虐待確認
ケース比
率（％）

 

マルチアンサーによる虐待確認ケース比

率でみると、「行方不明」「離婚」「拘禁」な

ど保護者のいずれかの実質的不在、保護者の

「精神疾患」、「母の就労」、「破産等の経済的

理由」、「児童の問題による監護困難」「養育

拒否」など、家族の解体、精神疾患、家族の

経済基盤、養育困難などに関連した項目群で

5 割を超えて虐待が確認されているケースが

存在している。 

これらの調査結果からは、養護施設入所児

の社会階層を把握しうる指標を各施設にお

いて十分に持ち合わせていないこと、また、

生活保護世帯であっても、その状態を「経済

的困難」と認識しているかどうかには幅があ

ることも確認された。結果として、社会的養

護を必要とした子どもの家族的要因につい

ては、現在の政府統計の設問の設定では限界

があることから、新たな把握方法を提示する

ことに貢献しうる調査データを整備するこ

とができた。  
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